
 

 

保有資産管理運営規則 

 

（資産の範囲） 

第１条 この規定による保有資産（以下、資産という）とは次に掲げるものをいう。備

品等については取得価格が５万円以上のものをいう。 

  １． 流動資産  （預金等金融資産） 

  ２． 有形固定資産（土地、建物） 

  ３． その他の資産 （什器、備品等の内 取得額の総額が５万円を超えるもの） 

 

（資産の購入および修繕および処分）） 

第２条 資産の購入、修繕および処分（有形固定資産の処分を除く）は担当部署 

からの提案により、役員会で決定する。 

但し、１０万円以上８０万円未満のものについては本部会の承認を、 

８０万円以上については総会の承認を受けなければならない。 

 

（資産の管理） 

第３条 資産の管理責任者は会計担当役員とし、管理責任者は資産台帳を設けて、資産

の保全状況及び移動について所要の記録を行うと共に、資産の毀損、または滅

失した場合は、その都度役員会に報告しなければならない。  

 

（出金管理） 

第４条 事務員が銀行預金から出金する場合は、金額にかかわらず出金伝票に会計担当

役員の承認印を受けなければならない。 

 

（決算報告） 

第５条 財産目録を含む資産管理状況について、会計監査を受けた後、総会で承認を受

けなければならない。 

 

（帳票等の保管期限） 

第６条 帳票等は、その発行日（総会議決資料は承認日）から別紙に示す期間は保管し

なければならない。 

 

平成１１年 ８月２３日 制定・施行 

平成１５年１０月 １日 一部改定 

                       平成２０年 ４月２６日 一部改定  

平成２６年９月２０日 一部改訂   


